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本書記載の内容は令和元年１０月１日時点の料金、消費税率及び 

介護保険給付費等に基づいており、全て税込み表示となっています。 

軽減税率（８％）の対象となる飲食料品の提供は、「朝食・昼食・夕食」の食費です。 
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ハーベストさいたま 

特定施設入居者生活介護 

重要事項説明書 

 

 記入年月日 令和６年４月１日 

 記入者名 中島一郎 

所属・職名 運営本部 

 

１．事業主体概要 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類 営利法人 

名称 （ふりがな）かぶしきがいしゃわいぐっどけあ 

株式会社ワイグッドケア 

主たる事務所の所在地 〒367-0023 埼玉県本庄市寿一丁目２５番１３号 

連絡先 電話番号 ０４９５－７１－６５５１ 

FAX番号 ０４９５－７１－６５７５ 

ホームページアドレス https://ygood.jp 

代表者 氏名 中島 一郎 

職名 代表取締役 

設立年月日 平成２５年６月４日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

 

２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな）はーべすとさいたま 

      ハーベストさいたま 

所在地 〒337-0043  埼玉県さいたま市見沼区大字中川５９番地 

主な利用交通手段 
最寄駅 

円蔵院下（国際興業バス） 

（施設までの実測距離：350ｍ） 

交通手段と所要時間 
ＪＲ線 大宮駅から バスで 15分 降車後、徒歩

4分 

連絡先 電話番号 ０４８－６８４－７７５５ 

FAX番号 ０４８－６８４－７７５７ 

ホームページアドレス https://ygood.jp 

管理者 氏名 塚越 達朗 

職名 管理者 

建物の竣工日 平成２６年２月２８日 

有料老人ホーム事業の開始日 平成２６年５月１日 
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（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型  ４ 健康型 

１又は２に 

該当する場合 

介護保険事業者番号 １１７６５２０８７０ 

指定した自治体名 さいたま市 

事業所の指定日 令和６年３月１日 

指定の更新日（直近）     年 月 日 

 

３．建物概要 

土地 敷地面積 1,712.83㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 

抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 

１ あり 

（平成 26年 5月 1日～令和 26年 4月 30日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 1720.86㎡ 

うち、老人ホーム部分 1720.86㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物  ２ 準耐火建築物  ３ その他（   ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造  ２ 鉄骨造 

３ 木造         ４ その他（        ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

 

抵当権の設定 １ あり  ２ なし 

契約期間 

１ あり 

（平成 26年 5月 1日～令和 26年 4月 30日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

居室の状況 

居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

 
最少 人部屋 

最大 人部屋 

 トイレ 浴室 面積（壁芯） 戸数・室数 区分※ 

タイプ１ 有／無 有／無 18.00㎡ ４３ 介護居室個室 

タイプ２ 有／無 有／無 19.30㎡ １ 介護居室個室 

タイプ３ 有／無 有／無 19.20㎡ ４ 介護居室個室 
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※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」の別を記入。 

共用施設 共用便所における

便房 
１ヶ所 

うち男女別の対応が可能な便房 ０ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 １ヶ所 

共用浴室 ２ヶ所 
個室 １ヶ所 

大浴場（個浴槽４か所） １ヶ所 

共用浴室における

介護浴槽 
１ヶ所 

チェアー浴 ０ヶ所 

リフト浴 ０ヶ所 

ストレッチャー浴 １ヶ所 

その他（      ） ０ヶ所 

食堂 １ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理設備 
１ あり   ２ なし 

エレベーター 

１ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消防用設備等 消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災通報設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし 

防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

緊急通報 

装置等 

居室 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

便所 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

浴室 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他（   ） 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他 【共用設備】事務所（兼健康管理室）、食堂（兼機能訓練室）、談話室、相談室 等 
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４．サービスの内容 

（全体の方針） 

運営に関する方針 お客様と共に過ごす私たちは、笑顔を絶やさず、感謝と尊敬の 

気持ちで奉仕し、アットホームな心あたたまる施設を目指して、 

お客様が幸せに暮らせる支援者であり続けます。 

サービスの提供内容に 

関する特色 

ご入居者やご家族様との連携を重視し、ご入居者の気持ちに寄り 

添った生活の細やかな部分に対応した、自立支援に力を入れた 

お手伝いを提供します。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

（介護サービスの内容） 

特定施設入居者生活介護の 

加算の対象となるサービスの 

体制の有無 

入居継続支援加算 １ あり    ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり    ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり    ２ なし 

ＡＤＬ維持等加算 １ あり    ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり    ２ なし 

若年性認知症入居受入加算 １ あり    ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり    ２ なし 

口腔・栄養スクリーニング加算 １ あり    ２ なし 

科学的介護推進体制加算 １ あり    ２ なし 

新興感染症等施設療養費 １ あり    ２ なし 

退去時情報提供加算 １ あり    ２ なし 

障害者等支援加算 １ あり    ２ なし 

ＬＩＦＥへの登録 １ あり    ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり    ２ なし 

看取り介護加算 １ あり（Ⅰ） ２ なし 

認知症専門ケア加算 １ あり    ２ なし 

高齢者施設等感染対策向上加算 １ あり    ２ なし 

生産性向上推進体制加算 １ あり    ２ なし 

サービス提供体制強化加算 １ あり    ２ なし 

介護職員処遇改善加算 １ あり（Ⅰ） ２ なし 

介護職員等特定処遇改善加算 １ あり（Ⅱ） ２ なし 

介護職員等ベースアップ等支援加算 １ あり    ２ なし 

短期利用（介護予防）特定施設入居

者生活介護の算定 

１ あり    ２ なし 
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人員配置が手厚い 

介護サービスの実施の有無 

１ あり （介護・看護職員の配置率）   ：１ 

２ なし 

 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（             ） 

協力医療機関 １ 名称 医療法人社団優青会 あおぞらクリニック埼玉 

住所 
埼玉県さいたま市緑区東浦和４－２６－１７ 

サニーハイム２０１号室 

診療科目 内科 

協力内容 月２回の訪問診療、往診 

２ 名称  

住所  

診療科目  

協力内容  

協力歯科医療機関 名称 高輪会 浦和歯科 

住所 埼玉県さいたま市南区別所３－１６－９ 安藤ビル１０２ 

協力内容 月２回の訪問診療、往診 

 

（入居に関する要件） 

入居対象となる者 

【表示事項】 

自立している者 １ あり  ２ なし 

要支援の者 １ あり  ２ なし 

要介護の者 １ あり  ２ なし 

留意事項 次の①又は②に該当する者である。 

 ①単身高齢者世帯 

 ②高齢者＋同居者 （配偶者 / ６０歳以上の親族 / 要介護認定又は 

要支援認定を受けている６０歳未満の親族 / 特別な理由により 

同居させる必要があると知事が認める者） 

（「高齢者」とは、６０歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を 

受けている６０歳未満の者をいう。） 

契約の解除の内容 特定施設入居者生活介護契約書 第１５条、第１７条の定めの通り 

事業主体から 

解約を求める場合 

解約条項 特定施設入居者生活介護契約書第１６条の定めの通り 

解約予告期間 原則として、９０日 

入居者からの 

解約予告期間 

利用者は、特定施設入居者生活介護契約書の有効期間中、いつでも特定施設入居

者生活介護契約を解約することができます。この場合、利用者は契約終了を希望

する日の３０日前までに事業者に書面により通知するものとします。 
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体験入居の内容 １ あり（内容：１日 7,700円（税込）２泊３日～最長６泊７日（税込）） 

※利用契約の締結に先立ち、体験利用をしていただけます。 

※介護保険は適用されませんので、全額自己負担となります。 

※上記料金には、食費・管理費・介護サービス費（ただし、個別の 

要望に基づく外出同行等を除く）が含まれます。 

２ なし 

入居定員 ４８人 

その他  

 

５．職員体制 

（職種別の職員数） 

 職員数（実人数） 常勤換算人数※

１※２ 合計 ２３人 

 常勤 非常勤 

管理者 １ １  １．０ 

生活相談員 １ １  １．０ 

直接処遇職員 ２２ １２ １０ １８．８ 

 介護職員 ２０ １０ １０ １７．０ 

看護職員 ２ ２  ２．０ 

機能訓練指導員 １ １  ０．２ 

計画作成担当者 １ １  ０．６ 

栄養士    外部委託 

調理員    外部委託 

事務員     

その他職員     

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２ ４０時間 

※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき 

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

 

（資格を有している介護職員の人数） 

 合計 ２０人 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士 １０ ７ ３ 

実務者研修の修了者 ３ ２ １ 

初任者研修の修了者 ６  ６ 

介護支援専門員 １ １  
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（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 合計  

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師 ２ ２  

理学療法士    

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あん摩マッサージ指圧師    

はり師    

きゅう師    

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜勤帯の設定時間（１８時～翌９時） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 ０人 ０人 

介護職員 ２人 １人 

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の 

利用者に対する看護・介護 

職員の割合 

（一般型特定施設以外の 

場合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※ 

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ  ２：１以上 

ｃ 2.5：１以上 

ｄ  ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） 
３：１ 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 

外部サービス利用型特定施設である有料老人 

ホームの介護サービス提供体制（外部サービス 

利用型特定施設以外の場合、本欄は省略可能） 

ホームの職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事業所の名称  

通所介護事業所の名称  
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（職員の状況） 

管理者 他の職務との兼務 １ あり     ２ なし 

業務に係る 

資格等 

１ あり 資格等の名称 介護福祉士 

２ なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の 

採用者数 
  １ ２       

前年度１年間の 

退職者数 
  １ ２       

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に 

応
じ
た
職
員
の
人
数 

１年未満 ２  ３ ２    １  １ 

１年以上 

３年未満 
  ２ ４       

３年以上 

５年未満 
  １ ２ １      

５年以上 

10年未満 
  ２ １       

10年以上           

従業者の健康診断の実施状況 １ あり  ２ なし 

 

６．利用料金 

（利用料金の支払い方法） 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

要介護状態に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

入院等による不在時における 

利用料金（月払い）の取扱い 

１ 減額なし（家賃、管理費） 

２ 日割り計算で減額（食費） 

３ 不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額 
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利用料金の

改定 
条件 

・介護保険法令等の改正に伴い特定施設入居者生活介護契約書第８条 

第２項第１号に定める費用に変更があった場合、事業者は利用者等へ 

説明を行い、当該利用料金を変更します。 

・特定施設入居者生活介護契約書第８条第２項第２号に定める費用を 

改定する場合、事業者は、消費者物価指数及び人件費、又は諸種の 

経済状況を勘案し、事業の安定的継続の視点から、運営懇談会の 

意見を聞いて、当該利用料金を変更します。 

・消費税等が改定になった場合は、法令の定めに従い当該利用料金を 

変更します。 

手続き 

 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】） ※１か月を３０日で計算しています。 

 プラン１ プラン２ 

入居者の状況 要介護度 要介護１（１割負担） 要介護３（１割負担） 

年齢 ８５歳 ８５歳 

居室の状況 床面積 18.00㎡ 18.00㎡ 

便所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

浴室 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

台所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

入居時点で 

必要な費用 

前払金 円 円 

敷金 63,000円 63,000円 

月額費用の合計 181,753円 183,995円 

 家賃 63,000円 63,000円 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 19,353円 21,595円 

介
護
保
険
外
※
２ 
食費 47,400円 47,400円 

共益費（非課税） 52,000円 52,000円 

介護費用 円 円 

光熱水費 円 円 

その他 円 円 

※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用は、 

同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 

 

（利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

賃料 【家賃相当額】居室及び共用施設の家賃相当額で、近隣相場を 

勘案し設定しています。 

敷金 家賃の１か月分 

介護費用 要支援認定、要介護認定が自立の場合：「自立」は介護保険給付の 

対象とはなりません。「自立者生活支援費用」をご負担いただきます。 

※介護保険サービスの自己負担額は含まれていません。 

共益費 施設の維持・管理費、水光熱費、居室設備利用料等に充当します。 
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食費 47,400円（１か月） 欠食の場合は次の基準で減額します。 

※１日単位 1,580円、１食単位（朝食 320円、昼食 630円、夕食 630円） 

光熱水費 共益費に含む 

利用者の個別的な選択に 

よるサービス利用料 
（別添２）を参照 

その他のサービス利用料 利用者は、医療費、紙おむつ等の介護消耗品、化粧品、衣類、 

クリーニング、理美容、嗜好品等、専ら利用者の個人的利用・使用に 

係る費用を負担します。 

 

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 要介護度に応じて、介護保険負担割合証に記載の 

割合に応じた額をご負担いただきます。 

特定施設入居者生活介護※における人員配置が 

手厚い場合の介護サービス（上乗せサービス） 
なし 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

 

７．入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】 

（入居者の人数） 

性別 男性 １１人 

女性 ３５人 

年齢別 65歳未満 １人 

65歳以上 75歳未満 ９人 

75歳以上 85歳未満 １６人 

85歳以上 ２０人 

要介護度別 自立 人 

要支援１ 人 

要支援２ 人 

要介護１ １人 

要介護２ １０人 

要介護３ ７人 

要介護４ １６人 

要介護５ １２人 

入居期間別 ６か月未満 ５人 

６か月以上１年未満 ４人 

１年以上５年未満 ２１人 

５年以上 10年未満 １６人 

10年以上 15年未満 人 

15年以上 人 
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（入居者の属性） 

平均年齢 ８３．８歳 

入居者数の合計 ４６人 

入居率※ ９５．８％ 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含む。 

 

（前年度における退去者の状況） 

退去先別の人数 自宅等 人 

社会福祉施設 ３人 

医療機関 １人 

死亡者 ６人 

その他 人 

生前解約の状況 
施設側の申し出 

人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 
４人 

（解約事由の例）長期入院、他施設へ転居 

 

８．苦情・事故等に関する体制 

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況） 

窓口の名称 ハーベストさいたま 

電話番号 ０４８－６８４－７７５５ 

対応している時間 平日 ９：００～１８：００ 

土曜 ９：００～１８：００ 

日曜・祝日 ９：００～１８：００ 

定休日 ８月１３日～８月１５日、１２月３０日～翌１月３日 

 

窓口の名称 株式会社ワイグッドケアお客様相談室 

電話番号 ０４９５－７１－６５５１ 

対応している時間 平日 ９：００～１８：００ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 ８月１３日～８月１５日、１２月３０日～翌１月３日 

 

窓口の名称 さいたま市 福祉局 長寿応援部 介護保険課 

電話番号 ０４８－８２９－１２６５ 

対応している時間 平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土日祝、１２月２９日～翌年１月３日 
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窓口の名称 埼玉県福祉部高齢者福祉課 

電話番号 ０４８－８３０－３２５４ 

対応している時間 平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土日、祝日、年末年始 

 

窓口の名称 埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 

電話番号 ０４８－８２４－２５６８ 

対応している時間 平日 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土日、祝日、年末年始 

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容）東京海上日動火災保険株式会社 

「超ビジネス保険」 

２ なし 

介護サービスの提供により 

賠償すべき事故が 

発生したときの対応 

１ あり （その内容）サービス提供により事故が発生した 

場合は、速やか利用者の家族、市町村、介護支援事業 

者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が 

発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。 

２ なし 

事故対応及びその予防のための指針 １ あり   ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意見箱等 

利用者の意見等を把握する取組の状況 

１ あり 実施日  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 
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９．入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開  ２ 入居希望者に交付  ３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開  ２ 入居希望者に交付  ３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開  ２ 入居希望者に交付  ３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開  ２ 入居希望者に交付  ３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開  ２ 入居希望者に交付  ３ 公開していない 

 

１０．その他 

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年１回 

２ なし 

 １ 代替措置あり （内容） 

２ 代替措置なし 

提携ホームへの移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名：      ） 

２ なし 

有料老人ホーム設置時の老人

福祉法第 29条第１項に規定す

る届出 

１ あり  ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の 

居住の安定確保に関する法律第 23条の規定により、届出が不要 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５条第１項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録 

１ あり  ２ なし 

有料老人ホーム設置運営指導

指針「５.規模及び構造設備」

に合致しない事項 

１ あり  ２ なし 

 合致しない事項がある 

場合の内容 
 

「６.既存建築物等の 

活用の場合等の特例」への 

適合性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導

指針の不適合事項 
なし 

 不適合事項がある場合の内容  

 

添付書類：別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

     別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 
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 利用者の介護サービスに関する料金内容等の目安  

（１）利用者の介護サービス利用についての負担金額（３０日利用の場合の目安） 

① 介護報酬基本単位数 

※地域区分 ３級地 所在地における「1単位当たりの単価」10.68円  

要介護 

認定等 
基本報酬 

入居継続 

支援加算 

生活機能向上 

連携加算 

個別機能 

訓練加算 
ADL維持等加算 

夜間看護 

体制加算 

単位/日 単位/月 単位/- 単位/月 単位/日 

要支援１ 183単位 

（Ⅰ） 

36単位 

（Ⅱ） 

22単位 

（Ⅰ） 

100単位 

（Ⅱ） 

200単位 

※ただし、個別

機能訓練加算を

算定している場

合は、100単位 

（Ⅰ） 

12単位/日 

（Ⅱ） 

20単位/月 

（Ⅰ） 

30単位 

（Ⅱ） 

60単位 

適応外 
要支援２ 313単位 

要介護１ 542単位 

(Ⅰ) 

18単位 

（Ⅱ） 

9単位 

要介護２ 609単位 

要介護３ 679単位 

要介護４ 744単位 

要介護５ 813単位 

当施設での加算の算定 × × × × ○（Ⅱ） 

 

若年性認知症 

入居者受入加算 

協力医療機関 

連携加算 

新興感染症等施

設療養費 

口腔・栄養スク

リーニング加算 

科学的介護 

推進体制加算 

単位/日 単位/月 単位/日 単位/回 単位/月 

120単位 
（Ⅰ）100単位 

（Ⅱ） 40単位 
240単位 

20単位 

（6月に 1回を 

限度） 

40単位 

当施設での加算の算定 × ○（Ⅰ） × × × 

× 退院・退所時連携加算 １日につき 30単位 ※要介護のみ 

○ 退去時情報提供加算  １回につき 250単位 ※対象者のみ 

○ 

（Ⅰ） 

看取り介護加算（夜間看護体制加算を算定する場合のみ算定） ※要介護のみ 

                       （Ⅰ）        （Ⅱ） 

（１）死亡日以前３１日以上４５日以下 １日につき 72単位    １日につき 572単位 

（２）死亡日以前４日以上３０日以下  １日につき 144単位   １日につき 644単位 

（３）死亡日以前２日又は３日     １日につき 680単位   １日につき 1,180単位 

（４）死亡日             １日につき 1,280単位  １日につき 1,780単位 

× 認知症専門ケア加算         （Ⅰ）１日につき 3単位  （Ⅱ）１日につき 4単位 

× 高齢者施設等感染対策向上加算    （Ⅰ）１月につき 10単位  （Ⅱ）１月につき 5単位 

× 生産性向上推進体制加算       （Ⅰ）１月につき 100単位 （Ⅱ）１月につき 10単位 

× 

サービス提供体制強化加算 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １日につき 22単位 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １日につき 18単位 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １日につき 6単位 

○ 

（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月につき 8.2％ 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １月につき 6.0％ 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １月につき 3.3％ 

○ 

（Ⅱ） 

介護職員等特定処遇改善加算 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） １月につき 1.8% 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １月につき 1.2% 

○ 介護職員等ベースアップ等支援加算 １月につき 1.5% 
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 ② 介護報酬総額見込額（単位：円 消費税非課税） 

要介護 

認定等 

介護保険 

給付費 

【参考】介護保険の自己負担額 

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合 

（日額） （日額） （３０日） （日額） （３０日） （日額） （３０日） 

要支援１ 1,943 195 5,832 389 11,663 583 17,494 

要支援２ 3,321 333 9,965 665 19,929 997 29,894 

要介護１ 5,745 575 17,238 1,149 34,475 1,724 51,713 

要介護２ 6,450 645 19,353 1,290 38,705 1,935 58,057 

要介護３ 6,198 720 21,595 1,440 43,190 2,160 64,785 

要介護４ 7,881 789 23,646 1,577 47,291 2,365 70,937 

要介護５ 8,618 862 25,857 1,724 51,713 2,586 77,569 

 

●要支援認定又は要介護認定の認定結果が「自立」の方は、生活を支援する費用として、 

以下の費用をお支払いいただきます。 

自立者生活支援費用 60,500円（月額・税込） 

 ※ 自立者生活支援費用は、契約期間の開始日を起算日として算定します。 

 ※ 利用者の不在期間において、返金・割引等はありません。 

 ※ 要支援認定又は要介護認定の結果が変更され、自立となった場合、その変更日（従来の要支援

認定又は要介護認定の結果の満了日）に遡って、自立者生活支援費用を適用します。 

 ※ 月途中に本契約が開始若しくは終了した場合及び要支援認定又は要介護認定の結果に変更が

あった場合、当該月を３０日で割った金額を日額として算出します。 

 

 ③ 上記以外の介護サービス利用料等 

「介護保険給付対象外サービス」に対する対価は、別添２の通りです。 

 

  



20240401 

16 

 加算給付について  

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護において、以下の加算給付があります。 

夜間看護体制加算の給付 

・「重度化対応指針」に基づき、看護職員が夜勤を行い、又は自宅でオンコールの連絡体制を 

とるなどし、夜間の緊急時には医療機関と連携して対応を図るための体制加算です。 
○ 

若年性認知症入居受入加算 

・若年性認知症の人を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供する 

ための加算です。 

× 

協力医療機関連携加算の給付、及びこれに伴う主治医への健康情報提供 

・看護職員が利用者の健康の状況を継続的に記録し、主治医等に対して月に 1回以上情報提供を 

行う個別加算です。 

○ 

口腔・栄養スクリーニング加算 

・栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の 

加算です。 
× 

科学的介護推進体制加算 

・入所者・利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの 

提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用して 

いる場合に加算します。 

× 

新興感染症等施設療養費 

・入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診察、入院調整等を行う医療機関を確保し、か

つ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に算定し

ます。 

× 

退去時情報提供加算 

・医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該

入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合の個別加算です。 
○ 

退院・退所時連携加算 

・医療提供施設を退院・退所して病院等と連携して、特定施設に入居する利用者を受け入れた場合に加算します。 × 

入居継続支援加算 

・たんの吸引などのケアの提供を行う体制を整えた特定施設に対する加算です。 × 

生活機能向上連携加算 

・自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職等と連携する場合の加算です。 × 

個別機能訓練加算の給付 

・専従の機能訓練指導員が、必要な利用者毎に目標・実施方法・評価等を含む個別機能訓練計画書に基づき個別機能訓練を

行うための管理期間に係る個別加算です。 
× 

ADL維持等加算 

・ADL（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合に加算します。 × 

看取り介護加算の給付 

・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、「看取り、介護指針」に

基づき看取り介護計画書を合意の上で作成、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して介護サービスを行

うための個別加算です。 

○ 

（Ⅰ） 

認知症専門ケア加算 

・認知症に対して専門的な知識と技術を持つ介護職員を一定数配置し、質の高い認知症ケアを提供するための体制加算です。 
× 

高齢者施設等感染対策向上加算 

・施設での感染症対策を行うための取り組みを評価し、その成果に応じて支給される加算です。 × 

生産性向上推進体制加算 

・見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関

するデータ提出を行うことで加算されます。 

× 

サービス提供体制強化加算の給付 

・手厚い介護体制の確保を推進する観点から創設されたもので、職員の配置要件に応じた体制加算です。 
× 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の給付 

・介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもので、基本報酬と各種加算報酬の合計に一

定率を乗じる体制加算です。 

（介護職員処遇改善加算(Ⅰ)8.2% 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）1.2%介護職員等ベースアップ等支援加算 1.5%） 

○ 



20240401 

17 

別添１  事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス 

介護サービスの種類 併設・隣接
の状況 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 
 

訪問介護 あり   なし   併設・隣接 
訪問介護ハートランドアイリ本庄Ⅰ 

他１件 

埼玉県本庄市北堀1796 

訪問入浴介護 あり   なし   併設・隣接   

訪問看護 あり   なし   併設・隣接   

訪問リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   

居宅療養管理指導 あり   なし   併設・隣接   

通所介護 あり   なし   併設・隣接 
デイサービスハートランド・アイリ熊谷 

デイサービスハートランド・アイリ本庄Ⅱ 
熊谷市間々田 101 

本庄市児玉町児玉字下八幡1216-2 

通所リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   

短期入所生活介護 あり   なし   併設・隣接   

短期入所療養介護 あり   なし   併設・隣接   

特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接 
ハーベストさいたま 
ハーベスト戸田 

ハートランド戸田公園 

さいたま市見沼区大字中川 59 

戸田市美女木 4-13-2 

戸田市氷川町 2-6-19 

福祉用具貸与 あり   なし   併設・隣接 ハッピーケアサプライ 戸田市美女木 4-13-2 

特定福祉用具販売 あり   なし   併設・隣接 ハッピーケアサプライ 戸田市美女木 4-13-2 

＜地域密着型サービス＞ 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり   なし   併設・隣接   

夜間対応型訪問介護 あり   なし   併設・隣接   

認知症対応型通所介護 あり   なし   併設・隣接   

小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接 多機能ホームのぞみ 上尾市小敷谷 716-1 

認知症対応型共同生活介護 あり   なし   併設・隣接 
グループホーム五感の里本庄早稲田      
他３件 

本庄市北堀 1931-1 

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり   なし   併設・隣接   

看護小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接   

居宅介護支援 あり   なし   併設・隣接   

＜居宅介護予防サービス＞ 

 介護予防訪問介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防訪問入浴介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防訪問看護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防訪問リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   

介護予防居宅療養管理指導 あり   なし   併設・隣接   

介護予防通所介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防通所リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   

介護予防短期入所生活介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防短期入所療養介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接 
ハーベストさいたま 
ハーベスト戸田 

ハートランド戸田公園 

さいたま市見沼区大字中川 59 

戸田市美女木 4-13-2 

戸田市氷川町 2-6-19 

介護予防福祉用具貸与 あり   なし   併設・隣接 ハッピーケアサプライ 戸田市美女木 4-13-2 

特定介護予防福祉用具販売 あり   なし   併設・隣接 ハッピーケアサプライ 戸田市美女木 4-13-2 

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 介護予防認知症対応型通所介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接 多機能ホームのぞみ 上尾市小敷谷 716-1 

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり   なし   併設・隣接 
グループホーム五感の里本庄早稲田   
他３件 

本庄市北堀 1931-1 

介護予防支援 あり   なし   併設・隣接   

＜介護保険施設＞ 

 介護老人福祉施設 あり   なし   併設・隣接   

介護老人保健施設 あり   なし   併設・隣接   

介護療養型医療施設 あり   なし   併設・隣接   
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別添２            有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表  
特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無  なし あり  

 
特定施設入居者生活介護
費で、実施するサービス
（利用者一部負担※ 1） 

個別の利用料で、実施するサービス  
備  考  （利用者が全額負担） 包含 ※ 2 都度 ※ 2 

 

料金 ※ 3 

介護サービス        

 

食事介助  なし  あり  なし  あり      

排泄介助・おむつ交換  なし  あり  なし  あり      

おむつ代    なし  あり      

入浴（一般浴）介助・清拭  なし  あり  なし  あり      

特浴介助  なし  あり  なし  あり      

身辺介助（移動・着替え等） なし  あり  なし  あり      

機能訓練  なし  あり  なし  あり      

通院介助  なし  あり  なし  あり   ○  2,640 円 /H 協力医療機関以外の医療機関へ対応の場合  

生活サービス        

 

居室清掃  なし  あり  なし  あり      

リネン交換  なし  あり  なし  あり   ○  右記  
シーツ交換週 1 回無料、  

布団 550 円（ 1 回）、枕 330 円（ 1 回）、ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟｯﾄ 330 円（ 1 回） 

日常の洗濯  なし  あり  なし  あり     週２回 

居室配膳・下膳  なし  あり  なし  あり     体調不良等の場合のみ  

入居者の嗜好に応じた特別な食事   なし  あり      

おやつ    なし  あり      

理美容師による理美容サービス   なし  あり   ○  実費  月 1 回訪問理美容の機会を提供  

買い物代行  なし  あり  なし  あり     週 1 回の無料実施 

役所手続き代行  なし  あり  なし  あり   ○  2,640 円 /H 利用者からの依頼によりサービスを行います。 

金銭・貯金管理    なし  あり      

健康管理サービス        

 

定期健康診断    なし  あり    実費  年１回の機会を提供  

健康相談  なし  あり  なし  あり      

生活指導・栄養指導  なし  あり  なし  あり      

服薬支援  なし  あり  なし  あり      

生活リズムの記録（排便・睡眠等） なし  あり  なし  あり      

入退院時・入院中のサービス        

 

移送サービス  なし  あり  なし  あり      

入退院時の同行  なし  あり  なし  あり   ○  2,640 円 /H 協力医療機関以外の医療機関へ対応の場合  

入院中の洗濯物交換・買い物 なし  あり  なし  あり      

入院中の見舞い訪問  なし  あり  なし  あり      
※１：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割又は２割の利用者負担）。  
※２：「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じて、いずれかの欄に○を記入する。  
※３：都度払いの場合、１回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。  
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説明年月日      年   月   日 

 
 

重要事項説明書及びその添付書類の各項目について、重要な事項を説明しました。 

 

【事 業 所】 ハーベストさいたま 

 説明者名              （役職）      

  
  

重要事項説明書及びその添付書類の各項目について説明を受け、理解しました。 

  

【利 用 者】 氏 名                 

  

【利用者代理人】 氏 名                 

 

 

 

 


